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 証券コード　6841
 平成24年６月４日

株 主 各 位  
　 東京都武蔵野市中町二丁目９番32号
　 横 河 電 機 株 式 会 社
　 代表取締役社長 海 堀 周 造

第136回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第136回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ
さいますようご案内申し上げます。

なお、当日ご出席いただけない場合は、次頁のいずれかの方法によって議決権を
行使することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討の
うえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 平成24年６月27日（水曜日）午前10時
２．場 所 東京都武蔵野市中町二丁目９番32号　本社　大会議室
  （末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
３．会議の目的事項

報告事項　 １．第136期(自平成23年４月１日　至平成24年３月31日)事業
報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び

　　監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 ２．第136期(自平成23年４月１日　至平成24年３月31日)計算

書類の内容報告の件
決議事項  

第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役７名選任の件
第３号議案 監査役４名選任の件

以　上
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［郵送による議決権行使の場合］
　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ､平成24年６月26
日（火曜日）午後５時までに到着するようご返送ください。

［インターネットによる議決権行使の場合］
　当社指定の議決権行使ウェブサイト(http://www.it-soukai.com/)にアクセ
スしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及
び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、平成24年６月26日(火
曜日）午後５時までに議案に対する賛否をご入力ください。なお、インターネッ
トによる議決権行使に際しましては46頁の「インターネットによる議決権行使の
ご案内」をご確認くださいますようお願い申し上げます。

　
［重複行使の取扱い］

　議決権行使書用紙により議決権を行使され、インターネットでも議決権を行使さ
れた場合は、到着日時を問わずインターネットによる議決権行使を有効なものとさ
せていただきます。また、インターネットで議決権行使を複数回された場合は、最
後の議決権行使を有効なものとさせていただきます。

　
　
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。議決権

の代理行使につきましては、定款の定めにより、議決権を有する株主の方に委任する場合に限ら
れておりますので、ご了承ください。なお、代理人は１名に限らせていただくとともに、代理権
を証明する書面を当社にご提出いただきますようお願いいたします。

◎本招集ご通知の提供書面のうち、連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表につきま
しては、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト
（http://www.yokogawa.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知の提供書面には記載
しておりません。

　従って、本招集ご通知の提供書面の連結計算書類及び計算書類は、監査役又は会計監査人が監査
報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部でありま
す。　

◎株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合には、インター
　ネット上の当社ウェブサイト（http://www.yokogawa.co.jp/）に掲載させていただきます。
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(提供書面)
　

事　 業　 報　 告
(自　平成23年 4 月 1 日

至　平成24年 3 月31日 )
　
１．企業集団の現況

⑴　事業の状況
①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度における世界経済は、前半は緩やかな拡大基調で推移したも
のの、後半には欧州金融不安の深刻化や米国景気回復の遅れ、新興国の経済成
長の減速など、景気先行きの不透明感が強まりました。日本経済も、東日本大
震災による景気の落ち込みからは着実な回復の動きが見られましたが、円高の
長期化やタイの洪水などの影響を受け、厳しい状況が続きました。
　このような事業環境の中、当社グループは平成27年度を最終年度とする中期
経営計画“Evolution 2015”を策定し、エネルギー・電力関連投資の拡大を背
景に堅調に推移している制御事業を中心に、海外でのビジネス拡大や、国内で
の震災からの復興・復旧への対応など積極的な事業活動を展開しました。
　当連結会計年度における当社グループの業績は、円高の影響を受けながらも
新興国・資源国でのビジネス拡大に支えられ、前期と比較して売上高は増加し
ました。増収に加え、企業体質強化の取り組みを続けたことにより営業利益と
経常利益が増加した結果、当期純損益は４期ぶりに黒字化しました。
　
＜連結＞

売上高 3,346億68百万円（前期比 +2.8％　90億47百万円増）
営業利益 166億１百万円（前期比 +49.8％　55億22百万円増）
経常利益 140億37百万円（前期比 +63.4％　54億47百万円増）
当期純利益 59億52百万円（前期比 － 　 126億44百万円増）
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　セグメント別の概況は以下のとおりです。
　

制御事業
　制御事業は、日本市場では、円高の長期化などの影響を受けながらも震災か
らの復興に向けた需要が見られるなど、総じて堅調に推移しました。また、海
外市場でも、東南アジア諸国、中国、ブラジル、オーストラリアなど新興国・
資源国の市場で、エネルギープラントや電力プラントなどの需要が堅調に推移
しました。
　このような市場環境のもと、当社グループは、中期経営計画“Evolution
2015”で策定した「地域戦略」、「業種戦略」、「製品戦略」の３つの成長戦
略を展開しました。具体的には、新興国・資源国を中心に、石油・天然ガスの
探査、開発、生産工程であるアップストリームや、需要拡大が続いている電力、
石油化学、化学、再生可能エネルギー分野などの市場でビジネスを拡大しまし
た。
　これらの結果、円高による減収・減益の影響はあったものの、同事業の売上
高は2,771億85百万円（前期比 165億20百万円増）、営業利益は198億96百万
円（前期比 34億32百万円増）となり、前期と比較して増収・増益となりまし
た。
　
計測機器事業
　計測機器事業のうち測定器ビジネスの市場は、前半は省エネや新興国のイン
フラ整備に対するニーズの高まりから電力測定器や光関連測定器の需要が堅調
に推移しました。しかし後半に入り、タイの洪水の影響による特需などがあっ
たものの、中国市場での需要減速などの影響を受け、同ビジネスの売上高はほ
ぼ前期並みの結果となりました。なお、半導体テスタビジネスの売上高は前期
と比べ増加しました。
　しかし、計測機器事業全体の売上高は、フォトニクスビジネスからの撤退の
影響などにより、前期と比べ減少しました。一方、営業損益は、これまで実施
してきた構造改革による固定費及び研究開発費の減少などにより、前期と比べ
損失が減少しました。
　当連結会計年度における同事業の売上高は345億80百万円（前期比 24億96
百万円減）、営業損失は35億72百万円（前期比 28億19百万円損失減）となり
ました。
　
その他事業
　その他事業では、売上高は229億３百万円（前期比 49億76百万円減）、営
業利益は２億77百万円（前期比 ７億29百万円減）となり、前期と比較して減
収・減益となりました。
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②　設備投資の状況
　当連結会計年度の設備投資の総額は、引き続き設備投資を抑制したことから
111億43百万円となり、前期と比較し１億93百万円減少しました。
 　主なものとして、情報インフラの構築及び海外ビジネス拡大に向けた投資を
行いました。
　 　

③　資金調達の状況
　当連結会計年度の設備資金及び運転資金は、自己資金及び金融機関からの借
入金などをもって充当しました。
　

⑵　財産及び損益の状況
①　企業集団の財産及び損益の状況

　 （単位：百万円）

区 分 平成20年度
第133期

平成21年度
第134期

平成22年度
第135期

平成23年度
第136期(当期)

受 注 高 374,285 315,247 334,093 344,066
売 上 高 376,534 316,606 325,620 334,668
経 常 利 益 274 239 8,590 14,037
当 期 純 利 益 △38,446 △14,799 △6,692 5,952
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 △149円26銭 △57円45銭 △25円98銭 23円11銭
総 資 産 400,959 398,792 361,233 359,500
純 資 産 171,008 157,360 145,232 149,574

 
②　当社の財産及び損益の状況

　 （単位：百万円）

区 分 平成20年度
第133期

平成21年度
第134期

平成22年度
第135期

平成23年度
第136期(当期)

受 注 高 182,940 155,382 152,818 150,270
売 上 高 184,872 156,948 153,412 151,070
経 常 利 益 △2,151 △15,974 △4,786 8,292
当 期 純 利 益 △40,043 △25,849 △11,705 6,301
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 △155円46銭 △100円36銭 △45円45銭 24円47銭
総 資 産 304,203 293,130 252,495 246,966
純 資 産 139,474 113,937 101,340 108,078
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⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社との関係

　該当事項はありません。
　

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 の
出 資 比 率 主 な 事 業 内 容

横河マニュファクチャリング
株 式 会 社 5,010百万円 100.0％ 制御・計測機器の製造

Yokogawa Corporation of America 1千米ドル 100.0％ 制御・計測機器の販売、
エンジニアリング、保守サービス

Yokogawa Europe  B .V . 17,725千ユーロ 100.0％ 制御・計測機器の販売、
エンジニアリング、保守サービス

Yokogawa Electric International Pte.Ltd. 6,000千
シンガポールドル 100.0％ 制御・計測機器の販売、

エンジニアリング、保守サービス

Yokogawa Middle East B.S.C.(c) 2,481千
バーレーンディナール 100.0％ 制御機器の販売、

エンジニアリング、保守サービス

横河フィールドエンジニアリン
グ サ ー ビ ス 株 式 会 社 300百万円 100.0％ 制御機器の販売、

エンジニアリング、保守サービス

横 河 電 機 （ 蘇 州 ） 有 限 公 司 4,000百万円 100.0％ 制御機器の製造

横 河 電 子 機 器 株 式 会 社 300百万円 78.7％ 防衛関連機器、航海・海洋
関連機器の製造、販売

Yokogawa Electric Asia Pte.Ltd. 31,020千
シンガポールドル 100.0％ 制御機器の製造

横 河 電 機 （ 中 国 ） 有 限 公 司 119百万人民元 100.0％ 制御機器の販売、
エンジニアリング、保守サービス

（注）Yokogawa Corporation of America には、資本金１千米ドルの他に、122,729千米ドルを資本準備金とし
て出資しています。
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⑷　対処すべき課題
当社グループは、事業構造改革の完遂に向け、相模原事業所のリース契約の締

結及び半導体テスタビジネスの終息に関する意思決定を行いましたが、平成24年
度はそれぞれの意思決定の実行に注力してまいります。

これに加え、制御事業グローバルNo.1カンパニーの実現に向け、中期経営計
画“Evolution 2015”で策定した制御事業を中心とする成長戦略を推進するとと
もに、ヘッドクオーターのグローバル化や生産体制の見直しといったビジネス構
造改革などの各施策を着実に実行することにより財務体質の健全化を図ります。
　
＜コーポレート・ガバナンスの充実に向けた課題＞
　当社グループでは、健全で持続的な成長を確保し、株主の皆様をはじめとする
ステークホルダーからの社会的信頼に応えていくことを企業経営の基本的使命と
位置づけており、「健全で利益ある経営」を実現するための重要施策として、コ
ーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいます。
　当社取締役会では、当社グループの事業に精通した取締役と、独立性の高い社
外取締役による審議を通して、意思決定の迅速性と透明性を高めています。また、
社外監査役を含む監査役による監査を通して、取締役の職務執行の適法性、効率
性、合理性、意思決定プロセスの妥当性等を厳正に監視・検証し、経営に対する
監査機能の充実を図っています。
　当社グループでは、コンプライアンスの基本原則を『YOKOGAWA グループ
企業行動規範』として定めており、取締役が率先して企業倫理の遵守と浸透にあ
たっています。また、財務報告の信頼性の確保及び意思決定の適正性の確保など
を含めた『YOKOGAWA グループ内部統制システム』を定めており、当社グル
ープの業務が適正かつ効率的に実施されることを確保するための内部統制システ
ムとして整備しています。内部統制システムの有効性について、内部監査担当部
署が年間計画に基づき内部監査を実施し、重要な事項について取締役会及び監査
役に報告しています。　
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⑸　主要な事業内容（平成24年３月31日現在）
事 業 区 分 主 要 製 品

制 御 事 業 生産制御システム、流量計、差圧・圧力伝送器、プロセス分析
計、プログラマブルコントローラ、工業用記録計　等

計 測 機 器 事 業 波形測定器、光通信関連測定器、信号発生器、電力・温度・圧
力測定器、半導体テストシステム、共焦点スキャナ　等

そ の 他 事 業 航空機用計器、航海関連機器、気象・水文計測器　等

　
⑹　主要な営業所及び工場（平成24年３月31日現在）

①　当　社
本社： 東京都武蔵野市
事業所：金沢事業所　　（石川県金沢市）

　 相模原事業所　（神奈川県相模原市）
営業所：本社営業　　　（東京都武蔵野市）

　 関西支社　　　（大阪府大阪市）
　 千葉支店　　　（千葉県市原市）
　 中部支店　　　（愛知県名古屋市）
　 九州支店　　　（福岡県福岡市）

工場： 本社工場　　　（東京都武蔵野市）
　

②　子会社
営業所：Yokogawa Corporation of America （米国）

　 Yokogawa Europe B.V. （オランダ）
　 Yokogawa Electric International Pte.Ltd. （シンガポール）
　 Yokogawa Middle East B.S.C.(c) （バーレーン）
　 横河電機（中国）有限公司 （中国）

工場： 横河マニュファクチャリング株式会社 　
　 甲府工場（山梨県甲府市） 　
　 小峰工場（東京都あきる野市） 　
　 青梅工場（東京都青梅市） 　
　 金沢工場（石川県金沢市） 　
　 Yokogawa Electric Asia Pte.Ltd. （シンガポール）
　 横河電機（蘇州）有限公司 （中国）
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⑺　企業集団の使用人の状況（平成24年３月31日現在）
事 業 区 分 使 用 人 数

制 御 事 業 16,672名 　

計 測 機 器 事 業 1,968名 　

そ の 他 事 業 797名 　

合 計 19,437名 　
（注）使用人数は就業人員を記載しております。なお、契約社員、派遣社員などは含まれておりません。
　　

⑻　主要な借入先の状況（平成24年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 460億円

劣 後 ロ ー ン 250億円

株 式 会 社 み ず ほ コ ー ポ レ ー ト 銀 行 79億円
（注）１．シンジケートローンは、株式会社みずほコーポレート銀行を主幹事とする協調融資によるものであり
　　　　　ます。
　　　２．劣後ローンは、６金融機関からの融資によるものであります。
　　　３．当社は、総額400億円のコミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約に基づく当連結
　　　　　会計年度末の借入実行残高は９億円であります。

　
⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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２．会社の現況
⑴　株式の状況（平成24年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 600,000千株
②　発行済株式の総数 268,624千株
③　株主数 29,405名
④　大株主（上位10名）
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

　 千株 ％
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 　22,056 8.6

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 15,697 6.1
日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 14,693 5.7

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 14,284 5.5

横 河 電 機 持 株 会 9,168 3.6
み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 　 退 職 給 付 信 託
みずほコーポレート銀行口　再信託受託者
資 産 管 理 サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社

6,643 2.6

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 4,694 1.8

モルガンスタンレー　プライベートバンク 4,664 1.8
み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 　 退 職 給 付 信 託
み ず ほ 銀 行 口 　 再 信 託 受 託 者
資 産 管 理 サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社

4,617 1.8

ＳＳＢＴ　ＯＤ０５　オムニバス　アカウント
ト リ ー テ ィ 　 ク ラ イ ア ン ツ 3,710 1.4

（注）１．当社は、自己株式を11,078千株保有しておりますが、上記の大株主からは除外しております。
　　　２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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⑵　会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（平成24年３月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役 社 長 海 堀 周 造 　
取 締 役 奈 良 　 寿 常務執行役員　ソリューション営業統括本部長
取 締 役 黒 須 　 聡 常務執行役員　ＩＡマーケティング本部長
取 締 役 西 島 剛 志 横河メータ＆インスツルメンツ株式会社　代表取締役社長

取 締 役 棚 橋 康 郎
株式会社インターネットイニシアティブ　社外取締役
株式会社村田製作所　社外取締役
燦ホールディングス株式会社　社外取締役

取 締 役 勝 俣 宣 夫
丸紅株式会社　取締役会長
株式会社日立製作所　社外取締役
サッポロホールディングス株式会社　社外取締役　

取 締 役 浦 野 光 人

株式会社ニチレイ　代表取締役会長
三井不動産株式会社　社外取締役
ＪＸホールディングス株式会社　社外監査役　
株式会社ＮＳＤ　社外監査役
社団法人日本冷凍食品協会　会長
公益財団法人産業教育振興中央会　理事長

常 勤 監 査 役 小 柳 敬 史 　
常 勤 監 査 役 牧 野 　 清 　

監 査 役 引 馬 　 滋 旭硝子株式会社　社外監査役
株式会社滋賀銀行　社外監査役　

監 査 役 池 田 輝 彦
みずほ信託銀行株式会社　顧問
花王株式会社　社外取締役
サッポロホールディングス株式会社　社外取締役　
株式会社エフエム東京　社外監査役

監 査 役 壱 岐 浩 一 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社　代表取締役会長
　（注）１．取締役　棚橋康郎氏、勝俣宣夫氏及び浦野光人氏は、社外取締役であります。

２．監査役　引馬　滋氏、池田輝彦氏及び壱岐浩一氏は、社外監査役であります。
３．取締役　棚橋康郎氏、勝俣宣夫氏、浦野光人氏及び監査役　引馬　滋氏は、当社と特別な利害関係はなく、

高い独立性を有しており、一般株主との利益相反のおそれがないことから、東京証券取引所有価証券上場
規程第436条の２に定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

４．決算期後、平成24年４月１日付の組織変更に伴い、次のとおり取締役の担当に変更がありました。

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 奈 良 　 寿 常務執行役員　ソリューションサービス　
営業統括本部長

取 締 役 西 島 剛 志 常務執行役員　ＩＡプラットフォーム　　
事業本部長
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②　事業年度中に退任した取締役及び監査役
氏 名 退 任 日 退任事由 退 任 時 の 地 位 ・ 担 当 及 び

重 要 な 兼 職 の 状 況
内 田 　 勲 平成23年６月24日 任期満了 取締役会長

八 木 和 則 平成23年６月24日 任期満了 取締役　専務執行役員　事業構造改革
担当

三 奈 木 　 輝 　 良 平成23年６月24日 任期満了 取締役　専務執行役員　海外客先及び
ＩＡ開発リスク管理担当

山 本 順 二 平成23年６月24日 任期満了 取締役　常務執行役員　国内体制構造
改革担当

内 藤 正 久 平成23年６月24日 任期満了
社外取締役
一般財団法人日本エネルギー研究所　顧問
日本工営株式会社　社外取締役
エスペック株式会社　社外取締役　

　
③　取締役及び監査役の報酬等

ⅰ　各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する事項
　取締役の報酬等については、株主総会でご承認いただいた限度額の範囲内で、
配分の決定の客観性及び透明性を高めることを目的に、社外取締役３名を含む
４名の取締役で構成される「報酬委員会」を設置し、同委員会の審議を
経て決定しています。
　社外取締役を除く取締役（執行役員を兼務する者を含む。）については、
取締役の主な職務である業務執行機能及び執行役員等の職務の監督・監視機能
を維持するために有効な水準とし、かつ業績に対する連動性を持たせた構成と
しています。具体的には、市場競争力を意識した水準とし、役割に応じた固定
報酬、業績連動報酬（賞与）を報酬構成としています。
　社外取締役については、社外取締役の職責を考慮し、その報酬構成を固定
報酬のみとしています。
　監査役の報酬等についても、株主総会でご承認いただいた限度額の範囲内で
監査役の協議により決定しており、監査役（社外監査役を含む。）の職責を
考慮し、その報酬構成を固定報酬のみとしています。
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ⅱ　取締役及び監査役に支払った報酬等の総額
区 分 支 給 人 員 支 給 額
取 締 役

（う　ち　社　外　取　締　役）
12名

（４名）
１億91百万円

（32百万円）
監 査 役

（う　ち　社　外　監　査　役）
５名

（３名）
86百万円

（32百万円）
合 計

（う　ち　社　外　役　員）
17名

（７名）
２億78百万円

（64百万円）
　（注）１．上記には、当事業年度中に退任した取締役５名を含んでおります。

２．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３．取締役の報酬限度額は、平成19年６月27日開催の第131回定時株主総会において１事業年度あたり12億円

以内（但し、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
４．監査役の報酬限度額は、平成16年６月25日開催の第128回定時株主総会において１事業年度あたり１億50

百万円以内と決議いただいております。
　

④　社外役員に関する事項
ⅰ　他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の
　　法人等との関係
　
・　取締役　勝俣　宣夫氏は、丸紅株式会社の取締役会長であります。
　　当社と同社との間には特別の関係はありません。
　
・　取締役　浦野 光人氏は、株式会社ニチレイの代表取締役会長であり、社団

法人日本冷凍食品協会の会長であり、公益財団法人産業教育振興中央会の
理事長であります。
当社と株式会社ニチレイ、社団法人日本冷凍食品協会及び公益財団法人
産業教育振興中央会との間には特別の関係はありません。

　
・　監査役　壱岐　浩一氏は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社の代表

取締役会長であります。
　　当社と同社との間には特別の関係はありません。
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ⅱ　他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の
　　法人等との関係
　
・　取締役　棚橋　康郎氏は、株式会社インターネットイニシアティブ、株式

会社村田製作所及び燦ホールディングス株式会社の社外取締役であり
　　ます。
　　当社と株式会社インターネットイニシアティブ、株式会社村田製作所及び

燦ホールディングス株式会社との間には特別の関係はありません。
　
・　取締役　勝俣　宣夫氏は、株式会社日立製作所及びサッポロホールディン

グス株式会社の社外取締役であります。
　　当社と株式会社日立製作所及びサッポロホールディングス株式会社との
　　間には特別の関係はありません。
　
・　取締役　浦野　光人氏は三井不動産株式会社の社外取締役であり、ＪＸ
　　ホールディングス株式会社及び株式会社ＮＳＤの社外監査役であります。
　　当社と三井不動産株式会社、ＪＸホールディングス株式会社及び株式会社

ＮＳＤとの間には特別の関係はありません。
　
・　監査役　引馬　滋氏は、旭硝子株式会社及び株式会社滋賀銀行の社外監査

役であります。
　　当社と旭硝子株式会社及び株式会社滋賀銀行との間には特別の関係はあり

ません。
　
・　監査役　池田　輝彦氏は、みずほ信託銀行株式会社の顧問であり、花王
　　株式会社及びサッポロホールディングス株式会社の社外取締役であり、
　　株式会社エフエム東京の社外監査役であります。
　　当社とみずほ信託銀行株式会社との間には株式事務代行及び銀行取引が
　　あります。
　　当社と花王株式会社、サッポロホールディングス株式会社及び株式会社
　　エフエム東京との間には特別の関係はありません。
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ⅲ　当事業年度における主な活動状況
氏 名 地 位 主 な 活 動 状 況

棚 橋 康 郎 社 外 取 締 役
当期開催の取締役会14回のうち14回に出席し、必要に
応じ、主にわが国の基幹産業における経営者としての
高い見識と新事業の立上げ・展開の経験に基づく広い
視野から発言を行っております。

勝 俣 宣 夫 社 外 取 締 役
当期開催の取締役会14回のうち13回に出席し、必要に
応じ、主にグローバル企業である総合商社における
経営者としての高い見識と経営構造改革の豊富な経験
から発言を行っております。

浦 野 光 人 社 外 取 締 役
平成23年6月24日の就任後開催された取締役会10回
のうち７回に出席し、必要に応じ、主に製造業におけ
る経営者としての高い見識と経営の情報化などの豊富
な経験から発言を行っております。

引 馬 　 滋 社 外 監 査 役
当期開催の取締役会14回のうち12回に、また、監査役
会20回のうち17回に出席し、必要に応じ、主に企業
財務に関する深い知識と洞察力及び豊富な経験に基づ
く高い見識から発言を行っております。

池 田 輝 彦 社 外 監 査 役
当期開催の取締役会14回のうち12回に、また、監査役
会20回のうち18回に出席し、必要に応じ、主に経験
豊富な経営者の観点と経済界における幅広い活動に
基づく高い見識から発言を行っております。

壱 岐 浩 一 社 外 監 査 役
当期開催の取締役会14回のうち14回に、また、監査役
会20回のうち19回に出席し、必要に応じ、主に経験
豊富な経営者の観点及び人財マネジメントに関する
高い見識から発言を行っております。

　
ⅳ　責任限定契約の内容の概要
　当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、
同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該
契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役、社外監査役ともに1,500
万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
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⑶　会計監査人の状況
①　名称 有限責任監査法人トーマツ

　
②　報酬等の額

　 支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 １億20百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産
上の利益の合計額 １億48百万円

　（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査
報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の

　　　　　　報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。　
　　　　２．当社の重要な子会社のうち、海外に所在する子会社は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けて

おります。　
　
　　③　非監査業務の内容

　当社は有限責任監査法人トーマツに対し、国際財務報告基準（IFRS）導入に
関する助言・指導業務を委託しております。　

　
④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　当社は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、
原則として、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合
には、監査役会の同意又は請求により、会計監査人の解任又は不再任に関する
議案を株主総会に提案いたします。
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⑷　業務の適正を確保するための体制
　取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制、その
他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める
体制についての決定内容は以下のとおりです。
　
　会社法第362条第４項第６号、会社法施行規則第100条第１項及び同第３項に
基づき、以下のとおり、YOKOGAWAグループ内部統制システムを整備してい
ます。

　
①　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・　コンプライアンスの基本原則を、『YOKOGAWAグループ企業行動規範』

として定めています。取締役は、これを率先し、企業倫理の遵守と浸透にあ
たっています。

・　グループを横断するコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握・対処の
ために、企業倫理担当部署を設置しています。

・　取締役会における意思決定は、『取締役会規程』『意思決定規程』に基づい
て行っています。社外取締役を含む各取締役は、取締役会を構成する取締役
として、業務執行に関する監督責任を負っています。社外監査役を含む監査
役は、取締役の職務の執行に対して、『監査役監査基準』『監査役会規則』
に基づく監査役監査を実施しています。

　
②　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・　『取締役会規程』『意思決定規程』に基づき、取締役会における審議の充実

と、経営会議などの取締役会以外の意思決定機関への権限委譲を図っていま
す。

・　全社的な経営目標を定め、目標達成のための取り組みをレビューしています。
単年度の経営目標については、組織毎に四半期単位でレビューし、年間目標
の達成に向けた活動を展開しています。取締役会は、これらの経営目標の達
成状況の報告を受け、効率化を阻害する要因を排除・低減するなどの活動を
指示し、目標達成に向けて全社としての効率性を追求する仕組みを展開して
います。また、経営目標の達成状況をリアルタイムで把握・報告・活用する
ために、経営情報システムの整備に努めています。

　
③　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・　『取締役会規程』『伝達ならびに文書管理規程』『文書管理規則』に基づき、

議事録及び保存すべき情報に関するルールと管理体制を定めています。
・　『秘密情報管理規程』『インサイダー取引防止に関する規程』に基づき、情

報の機密性の区分に関するルールと管理体制を定めています。また、グルー
プで業務に従事する者に対して、秘密保持に関する誓約を求めています。
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④　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・　グループで業務に従事する者が取るべき行動を、『YOKOGAWAグループ

コンプライアンスガイドライン』として定めています。この中で、反社会的
勢力とは一切係わり合いを持たず毅然とした対応を取ることを定めています。

・　代表取締役社長が法令等遵守の重要性を繰り返し伝えるとともに、企業倫理
担当部署が中心となってコンプライアンスに関する教育を展開しています。

・　グループで業務に従事する者には、コンプライアンス違反行為、または違反
の恐れがあると疑われる行為を認識した場合に、内部通報義務があることを
『内部通報・相談規則』として定めています。また、そのための内部通報窓
口を設置しています。

・　コンプライアンスの徹底状況について、企業倫理担当部署がモニタリングを
実施し、重要な事項は、取締役会及び監査役に報告しています。

　
⑤　当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の

適正を確保するための体制
・　『企業倫理システム』、『意思決定システム』、『業務マネジメントシステ

ム』、『危機管理システム』、及び、『監査役監査の環境整備』からなる展
開システムごとに責任部署を定め、グループを横断する規程を定めています。
重要な事項については、取締役会及び監査役に報告しています。

・　特に、財務報告の信頼性の確保の面では、経理業務の適正を確保するために、
『グループ経理規程』を定め、グループ各社の経理業務を統制しています。
また、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に対応するために、財務報
告に係る内部統制の整備状況と運用状況に対する評価と開示の体制を整備し
ています。

・　『YOKOGAWAグループ内部統制システム』の有効性に関する内部監査は、
『グループ経営監査規程』に基づき、内部監査担当部署が実施し、重要な事
項は、取締役会及び監査役に報告しています。

・　監査役は、グループ会社における重要事項の決定について、直接または当該
グループ会社の監査役から情報を入手し、確認することができることとして
います。

　
⑥　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・　内部監査担当部署がリスク管理部署として、リスクを抽出・分析し、改善を

提言するとともに、重要な事項は、取締役会及び監査役に報告しています。
・　危機事象に対する対応を、『危機管理規程』として定めています。代表取締

役社長が危機管理委員長として、危機事象が発生した時の情報伝達と指揮命
令を統制し、人的な安全の確保及び経済的な損失の最小化を図ります。
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⑦　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告
に関する体制

・　取締役及び使用人は、以下に定める事項を監査役に報告することとしていま
す。

⒜　法令・定款違反に関する事項
⒝　内部監査の状況及びリスク管理に関する重要な事項
⒞　会社に著しい損害を及ぼす恐れがある事項
⒟　意思決定に関する重要な事項
⒠　経営状況に関する重要な事項
⒡　内部通報制度による通報状況に関する事項
⒢　その他、コンプライアンスに関する重要な事項

　
⑧　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・　代表取締役社長、内部監査担当部署、企業倫理担当部署、会計監査人との定

期的な意見交換の場を提供しています。また、取締役、重要な使用人からヒ
アリングを実施できる機会と環境を提供しています。

・　必要に応じて、外部の専門家を任用することができることとしています。
　
⑨　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項
・　監査役室を設置し、専任者を含む人員を置いています。
　
⑩　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
・　監査役室の人員に関する人事異動は、監査役に事前に了解を求めています。
・　監査役室の人員に関する人事評価は、監査役会が指名する監査役が行うこと

としています。
　

⑸　会社の支配に関する基本方針
①　会社の支配に関する基本方針の内容
　当社は、公開会社として当社株式の自由な売買が認められている以上、特定の
者の大規模な買付行為に応じて当社株式を売却するか否かは、最終的には株主の
皆様の判断に委ねられるべきものと考えております。また、当社株式に対する
大規模な買付行為があった場合においても、これが当社の企業価値の向上及び
株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありま
せん。
　しかしながら、当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、株主や会社
に対して、買付に係る提案内容や代替案を検討するための十分な時間や情報を
与えないもの、買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、当社の企業価値・株主
共同の利益に対する侵害をもたらすおそれのあるもの、株主に株式等の売却を
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事実上強要するおそれのあるもの、買付条件が当社の企業価値・株主共同の利益
に鑑み不十分又は不適当であるもの等、企業価値・株主共同の利益に資さない
ものも想定されます。
　このような大規模な買付行為や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の
方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。
　以上のことから、当社は、大規模買付者が現れた場合は、当該大規模買付者の
買付条件並びに買付後の経営方針及び事業計画等の提案内容を、取締役会の意見
及び代替案も含めて、当社の株主の皆様が検討するための手続及び十分な時間を
確保することが重要であると考えております。
　
②　会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み

ⅰ　企業理念及び中期経営方針
　当社グループは、企業理念を「YOKOGAWAは 計測と制御と情報をテーマ
に より豊かな人間社会の実現に貢献する　YOKOGAWA人は良き市民であ
り 勇気をもった開拓者であれ」と定めています。この理念のもとに、企業活動
を健全に継続し、企業価値を最大化する「健全で利益ある経営」をするととも
に、お客様のビジネス視点で、お客様の付加価値向上につながるソリューショ
ンサービスを提供することで、地球環境保全、持続可能な社会の実現に貢献し
ていきます。
　
ⅱ　コーポレート・ガバナンスの強化
　当社グループでは、健全で持続的な成長を確保し、株主の皆様をはじめとす
るステークホルダーからの社会的信頼に応えていくことを企業経営の基本的使
命と位置づけており、「健全で利益ある経営」を実現するための重要施策とし
て、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいます。
　当社取締役会では、当社グループの事業に精通した取締役と、独立性の高い
社外取締役による審議を通して、意思決定の迅速性と透明性を高めており
ます。また、社外監査役を含む監査役による監査を通して、取締役の業務の
適法性、効率性、意思決定プロセスの妥当性等を厳正に監視・検証し、経営に
対する監査機能の充実を図っています。
　当社グループでは、コンプライアンスの基本原則を『YOKOGAWAグルー
プ企業行動規範』として定めており、取締役が率先して企業倫理の遵守と浸透
にあたっています。また、財務報告の信頼性の確保及び意思決定の適正性の確
保などを含めた『YOKOGAWAグループ内部統制システム』を定めており、
当社グループの業務が適正かつ効率的に実施されることを確保するための内部
統制システムを整備しています。
　内部統制システムの有効性については、内部監査担当部署が年間計画に基づ
き内部監査を実施し、重要な事項について取締役会及び監査役に報告して
います。
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③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が
支配されることを防止するための取組み＜買収防衛策＞

　当社は、平成23年５月13日開催の取締役会において、「当社株式の大量取得
行為に関する対応策（買収防衛策）の継続導入の件」（以下「本プラン」と
いいます。）について決議し、平成23年６月24日開催の当社第135回定時株主
総会において議案として上程し、承認をいただいております。本プランの概要
は以下のとおりです。
　なお、本プランの全文は、インターネット上の当社ホームページの平成23年
５月13日付プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防
衛 策 ） の 継 続 導 入 に つ い て 」 （ 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス ：
http://www.yokogawa.co.jp/cp/ir/pdf/2011/20110513baishubouei.pd
f）に掲載しております。

　
ⅰ　本プランの概要
　
(A) 本プランの発動に係る手続の設定
　本プランは、当社の株券等に対する買付その他これに類似する行為又はその
提案（以下「買付等」といいます。）が行われる場合に、買付等を行う者又は
その提案者（以下併せて「買付者等」といいます。）に対し、事前に当該買付
者等及び当該買付等に関する情報の提供を求め、当該買付等についての情報
収集・検討等を行う期間を確保し、また、株主の皆様に当社取締役会の計画や
代替案等を提示するなど、買付者等との交渉等を行う場合の手続を定めていま
す。
　
(B) 新株予約権の無償割当ての実施
　買付者等の行為が、当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害を
もたらすおそれのある買付等である場合には、当社は、当社取締役会決議に
より、当社取締役会が定める一定の日における最終の株主名簿に記載された
当社以外の株主に対し、その保有する株式１株につき、買付者等が原則として
権利行使できない新株予約権１個の割合で、新株予約権（以下「本新株予約権」
といいます。）を無償で割り当てます。本新株予約権１個当たりの目的となる
当社株式の数は１株とします。
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(C) 取締役会の恣意的判断を排除するための独立委員会の設置
　本プランの発動等の運用に当たり、取締役会の恣意的判断を排除し、当社の
企業価値・株主共同の利益を確保するために、公正・客観的な判断を行い、
取締役会に本プランの発動の是非を勧告する機関として、独立性の高い社外
取締役３名及び社外有識者４名の計７名の下記記載の委員により構成される
独立委員会を設置しています。
　
＜独立委員会の委員＞

　 社外取締役　棚橋　康郎（新日鉄ソリューションズ（株）元代表取締役会長）
　 社外取締役　勝俣　宣夫（丸紅（株）取締役会長）
　 社外取締役　浦野　光人（（株）ニチレイ　代表取締役会長）
　 社外有識者　若杉　敬明（東京経済大学 経営学部 教授）
　 社外有識者　中村　直人（中村・角田・松本法律事務所パートナー弁護士）
　 社外有識者　北川　哲雄（青山学院大学大学院 国際マネジメント研究科 教授）
　 社外有識者　矢野　朝水（日本コープ共済生活協同組合連合会 理事長）

　
(D) 本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得
　本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、買付者等以外の株主
の皆様により本新株予約権が行使された場合、又は当社による本新株予約権の
取得と引き換えに、買付者等以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された
場合、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は約２分の１まで希釈化さ
れる可能性があります。
　
ⅱ　本プランの発動に係る手続
　
(A) 対象となる買付等
　当社は、本プランに基づき、下記①又は②に該当する買付等がなされたとき
に、本プランに定める手続に従い本新株予約権の無償割当てを実施いたします。

①　当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％
　　以上となる買付等
②　当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等

所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上とな
る公開買付け

　
(B) 買付者等に対する情報提供の要求
　当社は、上記ⅱ(A)に定める買付等を行う買付者等に対し、当社の定める
書式による買付説明書（以下「買付説明書」といいます。）及び買付者等の
買付内容の検討に必要な情報（以下「本必要情報」といいます。）に関する
質問書を、速やかに送付します。
　買付者等には、買付等の実行に先立ち、原則として、買付説明書及び本必要
情報を、買付者等が当社からこれら送付資料を受領した日から起算して、10
営業日以内に当社取締役会宛てに提出していただきます。
　当社取締役会から買付説明書及び本必要情報を送付された独立委員会は、
買付者等から提出された買付説明書又は本必要情報が買付内容の検討を行う
情報として不十分であると判断した場合、買付者等から当初提供された買付
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説明書を受領した日から起算して60日を上限として独立委員会が指定する期
間（以下「情報提供期間」といいます。）内に、本必要情報を追加提出するこ
とを、買付者等に対して要請でき、買付者等はこれに従うものとします。但し、
独立委員会は、情報提供期間満了日においても、本必要情報が不十分であると
判断する場合、必要に応じて更に30日を上限として情報提供期間を延長できる
ものとします。
　独立委員会は、買付者等から提出された買付説明書及び本必要情報が買付
内容の検討を行うのに必要十分な情報であると判断した場合又は情報提供期間
が満了した場合、買付者等に情報提供が完了した旨の通知（以下「情報提供
完了通知」といいます。）を発送するとともに、当社は買付者等に情報提供
完了通知を発送した旨を速やかに株主に対し情報開示します。

　
(C) 情報提供完了通知発送後の独立委員会による検討及び判断
　独立委員会は、情報提供完了通知の発送後60日を上限として、当社取締役会
に対して、買付者等の買付等の内容に対する意見及びその根拠資料、代替案
その他独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等を提供するよう要求
します。
　独立委員会は、買付者等及び当社取締役会から提供された情報を受領して
から、最長60日間を上限として、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等と
当社取締役会の事業計画等に関する情報収集・比較検討等及び当社取締役会の
提供する代替案の検討を行います。
　独立委員会は、当該買付者等による買付等が本プラン発動要件のうち(a)
本プランに定める手続を遵守しない買付等である場合に該当する場合、又は、
上記検討の結果、本プラン発動要件のうち(b)当社の企業価値・株主共同の
利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合、(c)強圧的
二段階買付、(d)買付等の条件が中長期的な当社の企業価値との比較において
不十分又は不適当な買付等である場合のいずれか１つの要件に該当し、
本プランに基づく新株予約権の無償割当ての実施が相当であると判断した
場合、当社取締役会に対し、本新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の勧告
を行います。(b)～(d)の場合、独立委員会は、株主総会の決議を得ることが
相当であると判断するときは、新株予約権の無償割当ての実施に関して事前に
株主総会の承認を得るべき旨の留保を付すことができます。
　当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して本新株予約権の
無償割当ての実施又は不実施等に関する会社法上の機関としての決議を行う
ものとします。
　
ⅲ　本プランの合理性
　
(A) 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること
　本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価
値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定め
る三原則を完全に充足しています。
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(B) 株主意思を重視するものであること（サンセット条項）
　本プランの有効期間は、平成26年３月期に関する定時株主総会の終結の時ま
での３年間といたします。また、有効期間の満了前であっても、株主総会又は
取締役会の決議によって本プランを廃止することができます。
　
(C) 独立性の高い社外取締役等の判断の重視と情報開示
　取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために、本プランの発動及び
不発動等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員
会を設置しております。
　実際に当社株式に対して買付等がなされた場合には、独立委員会が、本プラ
ンに基づく独立委員会規則に従い、当該買付等が当社の企業価値・株主共同の
利益を毀損するか否か等について取締役会への勧告を行い、当社取締役会は
その判断を最大限尊重して本新株予約権無償割当ての実施又は不実施等に関す
る会社法上の機関としての決議を行います。このように、独立委員会によって、
取締役が恣意的に本プランの発動を行うことのないよう、厳しく監視するとと
もに、独立委員会の判断の概要については株主の皆様に情報開示するものであ
り、当社の企業価値・株主共同の利益に資するべく本プランの透明な運営が行
われる仕組みが確保されています。
　
(D) 合理的な客観的要件の設定
　本プランは、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように
設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを
確保しています。
　
(E) 当社取締役の任期が１年であること
　当社は、当社取締役の任期を1年としており、本プランの有効期間中であっ
ても、毎年の当社取締役の選任を通じて、本プランについて、株主の皆様の
ご意向を反映させることが可能となります。

　
(F) 第三者専門家の意見の取得
　独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アド
バイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家等を含み
ます。）の助言を得ることができることとしています。これにより、独立委員
会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとしております。
　
(G) デッドハンド型やスロー・ハンド型の買収防衛策でないこと
　本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会に
よりいつでも廃止することができるものとされており、新しい株主構成のもと
で選任された取締役で構成される取締役会によって、本プランを廃止すること
が可能です。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の
構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）では
ありません。また、当社は、取締役任期を１年とし、期差任期制を採用して
いないため、本プランはスロー・ハンド型（取締役の交替を一度に行うことが
できないため、その発動を阻止するのに時間がかかる買収防衛策）でもあり
ません。
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連 結 貸 借 対 照 表
　

（平成24年３月31日現在） （単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

資産の部
流動資産

現金及び預金
受取手形及び売掛金
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

流動資産合計
固定資産

有形固定資産
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
工具器具及び備品
土地
リース資産
建設仮勘定

有形固定資産合計
無形固定資産

ソフトウェア
その他　

無形固定資産合計
投資その他の資産

投資有価証券
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

投資その他の資産合計
固定資産合計

　
　

54,624
110,540
14,699
7,993

12,665
3,087

10,938
△3,247
211,302

　
　

46,167
6,643
7,001

16,682
491

1,174
78,160

　
23,349
4,909

28,258
　

31,849
1,959
8,533
△563

41,779
148,198

負債の部 　
流動負債 　

支払手形及び買掛金 30,658
短期借入金 14,605
未払法人税等 3,307
賞与引当金 14,970
未払金 8,070
その他 43,004

流動負債合計 114,616
固定負債 　

長期借入金 88,655
繰延税金負債 1,505
退職給付引当金 2,441
役員退職慰労引当金 165
その他 2,542

固定負債合計 95,310
負債合計 209,926

純資産の部 　
株主資本 　

資本金 43,401
資本剰余金 50,344
利益剰余金 79,002
自己株式 △11,005

株主資本合計 161,741
その他の包括利益累計額 　

その他有価証券評価差額金 2,483
繰延ヘッジ損益 9
年金負債調整額 △677
為替換算調整勘定 △17,865

その他の包括利益累計額合計 △16,050
少数株主持分 3,882
純資産合計 149,574

資産合計 359,500 負債純資産合計 359,500
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連 結 損 益 計 算 書
(自　平成23年 4 月 1 日

至　平成24年 3 月31日 )
　 （単位：百万円）

科 目 金 額
売上高 　 334,668
売上原価 　 195,430

売上総利益 　 139,238
販売費及び一般管理費 　 122,636

営業利益 　 16,601
営業外収益 　 　

受取利息 392 　
受取配当金 1,561 　
持分法による投資利益 178 　
雑益 1,239 3,371

営業外費用 　 　
支払利息 2,652 　
為替差損 413 　
雑損 2,870 5,936
経常利益 　 14,037

特別利益 　 　
固定資産売却益 518 　
投資有価証券売却益 909 　
国庫補助金 333 1,761

特別損失 　 　
固定資産売却損 10 　
固定資産除却損 281 　
減損損失 465 　
投資有価証券売却損　 155 　
投資有価証券評価損 0 　
事業再編損　 2,457 　
事業構造改善費用 755 4,126

税金等調整前当期純利益 　 11,672
法人税、住民税及び事業税 5,217 　
法人税等調整額 △80 5,136
少数株主損益調整前当期純利益 　 6,535
少数株主利益（控除） 　 583
当期純利益 　 5,952
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連結株主資本等変動計算書
(自　平成23年 4 月 1 日

至　平成24年 3 月31日 )
　 　 　 （単位：百万円）
　 　 　 　　
　 株主資本 　 　　
　 資本金 　 　　
　 当期首残高 　 43,401　
　 当期末残高 　 43,401　
　 資本剰余金 　 　　
　 当期首残高 　 50,344　
　 当期変動額 　 　　
　 自己株式の処分 　 △0　
　 当期変動額合計 　 △0　
　 当期末残高 　 50,344　
　 利益剰余金 　 　　
　 当期首残高 　 73,011　
　 当期変動額 　 　　
　 当期純利益 　 5,952　
　 その他 　 38　
　 当期変動額合計 　 5,990　
　 当期末残高 　 79,002　
　 自己株式 　 　　
　 当期首残高 　 △11,001　
　 当期変動額 　 　　
　 自己株式の取得 　 △5　
　 自己株式の処分 　 0　
　 当期変動額合計 　 △4　
　 当期末残高 　 △11,005　
　 株主資本合計 　 　　
　 当期首残高 　 155,755　
　 当期変動額 　 　　
　 当期純利益 　 5,952　
　 自己株式の取得 　 △5　
　 自己株式の処分 　 0　
　 その他 　 38　
　 当期変動額合計 　 5,986　
　 当期末残高 　 161,741　
　 その他の包括利益累計額 　 　　
　 その他有価証券評価差額金 　 　　
　 当期首残高 　 2,145　
　 当期変動額 　 　　
　 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 　 337　
　 当期変動額合計 　 337　
　 当期末残高 　 2,483　
　 　 　 　　

　



2012/05/24 19:12:17 ／ 11812016_横河電機株式会社_招集通知（Ｆ）

連結株主資本等変動計算書

－ 28 －

　 　 　 （単位：百万円）
　 　 　 　　
　 繰延ヘッジ損益 　 　　
　 当期首残高 　 △137　
　 当期変動額 　 　　
　 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 　 146　
　 当期変動額合計 　 146　
　 当期末残高 　 9　
　 年金負債調整額 　 　　
　 当期首残高 　 △374　
　 当期変動額 　 　　
　 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 　 △302　
　 当期変動額合計 　 △302　
　 当期末残高 　 △677　
　 為替換算調整勘定 　 　　
　 当期首残高 　 △15,686　
　 当期変動額 　 　　
　 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 　 △2,178　
　 当期変動額合計 　 △2,178　
　 当期末残高 　 △17,865　
　 その他の包括利益累計額合計 　 　　
　 当期首残高 　 △14,053　
　 当期変動額 　 　　
　 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 　 △1,997　
　 当期変動額合計 　 △1,997　
　 当期末残高 　 △16,050　
　 少数株主持分 　 　　
　 当期首残高 　 3,529　
　 当期変動額 　 　　
　 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 　 353　
　 当期変動額合計 　 353　
　 当期末残高 　 3,882　
　 純資産合計 　 　　
　 当期首残高 　 145,232　
　 当期変動額 　 　　
　 当期純利益 　 5,952　
　 自己株式の取得 　 △5　
　 自己株式の処分 　 0　
　 その他 　 38　
　 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 　 △1,644　
　 当期変動額合計 　 4,341　
　 当期末残高 　 149,574　
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連結計算書類に係る会計監査報告
　 独立監査人の監査報告書 　
　 平成24年５月11日　
　横河電機株式会社 　
　 取締役会　御中 　
　 有 限 責 任 監 査 法 人 ト ー マ ツ 　

　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　菅 原 邦 彦㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　渡 辺 雅 子㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　小 林 弘 幸㊞

　

　　
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、横河電機株式会社の平成23年４月１

日から平成24年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　
連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連
結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備
及び運用することが含まれる。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実
施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な
虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含ま
れる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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　監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、横河電機株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類
に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

　
強調事項

「会計方針の変更」に記載されているとおり、会社及び国内連結子会社は、有形固定資産の
減価償却方法について、従来、主として定率法によっていたが、当連結会計年度より、主とし
て定額法に変更している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
　

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。　
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上
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貸　借　対　照　表
　

（平成24年３月31日現在） （単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

資産の部
流動資産

現金及び預金
受取手形
売掛金
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
前渡金
前払費用
短期貸付金
未収入金
その他
貸倒引当金

流動資産合計
固定資産

有形固定資産
建物
構築物
機械及び装置
工具器具及び備品
土地
建設仮勘定
その他

有形固定資産合計
無形固定資産

のれん
特許権
借地権
ソフトウェア
ソフトウェア仮勘定
その他

無形固定資産合計
投資その他の資産

投資有価証券
関係会社株式
関係会社出資金
関係会社長期貸付金
差入敷金保証金
長期金融資産
その他
貸倒引当金

投資その他の資産合計
固定資産合計

　
　

24,774
1,323

50,605
3,170
1,790
2,022

261
1,736
7,882
7,839

294
△1,035
100,665

　
　

27,921
931
563

4,590
12,295

453
40

46,796
　
83
15

675
22,755
1,520

51
25,101

　
25,715
28,132
12,559
4,257

783
5,078

603
△2,727
74,403

146,301

負債の部 　
流動負債 　

支払手形 161
買掛金 14,548
短期借入金 5,103
一年内返済予定長期借入金 3,872
未払金 8,288
未払費用 2,909
未払法人税等 188
前受金 411
預り金 314
賞与引当金 7,711
その他 2,543

流動負債合計 46,053
固定負債 　

長期借入金 88,079
長期繰延税金負債 1,329
その他 3,425

固定負債合計 92,834
負債合計 138,888

純資産の部 　
株主資本 　

資本金 43,401
資本剰余金 50,151

資本準備金 36,350
その他資本剰余金 13,800

利益剰余金 23,172
その他利益剰余金 23,172
　固定資産圧縮積立金 1,409
　繰越利益剰余金 21,763

自己株式 △11,005
株主資本合計 105,718
評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 2,359
評価・換算差額等合計 2,359
純資産合計 108,078

資産合計 246,966 負債純資産合計 246,966
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損　益　計　算　書
(自　平成23年 4 月 1 日

至　平成24年 3 月31日 )
　 （単位：百万円）

科 目 金 額
売上高 　 　

製品売上高 　 151,070
売上原価 　 　

期首製品たな卸高 2,734 　
当期製品製造原価 89,871 　
他勘定から振替高 68 　
合計 92,673 　
他勘定へ振替高 388 　
期末製品たな卸高 2,280 90,004
売上総利益 　 61,066

販売費及び一般管理費 　 64,346
営業損失（△） 　 △3,280

営業外収益 　 　
受取利息 139 　
受取配当金 14,363 　
諸施設賃貸収益 1,784 　
為替差益 66 　
雑益 894 17,247

営業外費用 　 　
支払利息 2,421 　
寄附金 21 　
諸施設賃貸費用 1,582 　
雑損 1,648 5,674

経常利益 　 8,292
特別利益 　 　

固定資産売却益 360 　
関係会社株式売却益 2,061 　
国庫補助金 333 2,756

特別損失 　 　
固定資産売却損 7 　
固定資産除却損 171 　
減損損失 254 　
投資有価証券売却損 155 　
事業再編損 4,533 　
事業構造改善費用 755 5,878

税引前当期純利益 　 5,170
法人税、住民税及び事業税 △1,087 　
法人税等調整額 △43 △1,131
当期純利益 　 6,301
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株主資本等変動計算書
(自　平成23年 4 月 1 日

至　平成24年 3 月31日 )
　 　 　 （単位：百万円）
　 　 　 　　
　 株主資本 　 　　
　 資本金 　 　　
　 当期首残高 　 43,401　
　 当期末残高 　 43,401　
　 資本剰余金 　 　　
　 資本準備金 　 　　
　 当期首残高 　 46,350　
　 当期変動額　 　 　　
　 資本準備金の取崩 　 △10,000　
　 当期変動額合計 　 △10,000　
　 当期末残高 　 36,350　
　 その他資本剰余金 　 　　
　 当期首残高 　 3,801　
　 当期変動額 　 　　
　 自己株式の処分 　 △0　
　 資本準備金の取崩　 　 10,000　
　 当期変動額合計 　 9,999　
　 当期末残高 　 13,800　
　 資本剰余金合計 　 　　
　 当期首残高 　 50,151　
　 当期変動額 　 　　
　 自己株式の処分 　 △0　
　 当期変動額合計 　 △0　
　 当期末残高 　 50,151　
　 利益剰余金 　 　　
　 利益準備金 　 　　
　 当期首残高 　 5,372　
　 当期変動額 　 　　
　 利益準備金の取崩 　 △5,372　
　 当期変動額合計 　 △5,372　
　 当期末残高 　 －　
　 その他利益剰余金 　 　　
　 固定資産圧縮積立金 　 　　
　 当期首残高 　 1,353　
　 当期変動額 　 　　
　 固定資産圧縮積立金の取崩 　 △49　
　 税率変更に伴う固定資産圧縮積立金の増加 　 105　
　 当期変動額合計 　 55　
　 当期末残高 　 1,409　
　 別途積立金　 　 　　
　 当期首残高 　 11,783　
　 当期変動額 　 　　
　 別途積立金の取崩 　 △11,783　
　 当期変動額合計 　 △11,783　
　 当期末残高 　 －　
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　 　 　 （単位：百万円）
　 　 　 　　
　 繰越利益剰余金 　 　　
　 当期首残高 　 △1,742　
　 当期変動額 　 　　
　 利益準備金の取崩 　 5,372　
　 別途積立金の取崩 　 11,783　
　 固定資産圧縮積立金の取崩 　 49　
　 当期純利益 　 6,301　
　 当期変動額合計 　 23,506　
　 当期末残高 　 21,763　
　 利益剰余金合計 　 　　
　 当期首残高 　 16,766　
　 当期変動額 　 　　
　 税率変更に伴う固定資産圧縮積立金の増加 　 105　
　 当期純利益 　 6,301　
　 当期変動額合計 　 6,406　
　 当期末残高 　 23,172　
　 自己株式 　 　　
　 当期首残高 　 △11,001　
　 当期変動額 　 　　
　 自己株式の取得 　 △4　
　 自己株式の処分 　 0　
　 当期変動額合計 　 △4　
　 当期末残高 　 △11,005　
　 株主資本合計 　 　　
　 当期首残高 　 99,317　
　 当期変動額 　 　　
　 税率変更に伴う固定資産圧縮積立金の増加 　 105　
　 当期純利益 　 6,301　
　 自己株式の取得 　 △4　
　 自己株式の処分 　 △0　
　 当期変動額合計 　 6,401　
　 当期末残高 　 105,718　
　 評価・換算差額等 　 　　
　 その他有価証券評価差額金 　 　　
　 当期首残高 　 2,022　
　 当期変動額 　 　　
　 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額） 　 336　
　 当期変動額合計 　 336　
　 当期末残高 　 2,359　
　 評価・換算差額等合計 　 　　
　 当期首残高 　 2,022　
　 当期変動額 　 　　
　 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額） 　 336　
　 当期変動額合計 　 336　
　 当期末残高 　 2,359　
　 純資産合計 　 　　
　 当期首残高 　 101,340　
　 当期変動額 　 　　
　 税率変更に伴う固定資産圧縮積立金の増加 　 105　
　 当期純利益 　 6,301　
　 自己株式の取得 　 △4　
　 自己株式の処分 　 △0　
　 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額） 　 336　
　 当期変動額合計 　 6,738　
　 当期末残高 　 108,078　
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計算書類に係る会計監査報告
　 独立監査人の監査報告書 　
　 平成24年５月11日　
　横河電機株式会社 　
　 取締役会　御中 　
　 有 限 責 任 監 査 法 人 ト ー マ ツ 　

　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　菅 原 邦 彦㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　渡 辺 雅 子㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　小 林 弘 幸㊞

　

　　
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、横河電機株式会社の平成23年

４月１日から平成24年３月31日までの第136期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行っ
た。

　
計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及び
その附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公
正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書
類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、
監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
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　 監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手する
ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書
類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査
の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその
附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採
用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし
ての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
　

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　
強調事項

「会計方針の変更」に記載されているとおり、会社は、有形固定資産の減価償却方法につい
て、従来、主として定率法によっていたが、当事業年度より、主として定額法に変更している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
　

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上
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監査役会の監査報告
　 監　査　報　告　書 　
　　

　当監査役会は、平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第136期事業年度の取締役の
職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を
作成し、以下のとおり報告いたします。
　
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に
ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の
環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等
を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、
事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則
第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に
基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその
構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明
いたしました。
　なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任監査法人トーマツから
当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各
取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討
を加えました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換
を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業
年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視
及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保
するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要
に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結
計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）
について検討いたしました。
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　２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、
指摘すべき事項は認められません。

四　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に
関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載され
ている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったもので
あり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の
維持を目的とするものではないと認めます。

⑵　連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　

　

　 平成24年５月17日 　
　 横河電機株式会社　監　査　役　会 　

　

常勤監査役 小 柳 敬 史㊞
常勤監査役 牧 野 　 清㊞
社外監査役 引 馬 　 滋㊞
社外監査役 池 田 輝 彦㊞
社外監査役 壱 岐 浩 一㊞

　

　
以　　上
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株主総会参考書類
　
　

第１号議案　　剰余金の処分の件
　当社は、安定した経営基盤の確立を目指すとともに、株主の皆様に対する継続的
な利益配分を最重要施策の一つと認識し、中長期的成長のための事業投資などに向
けた内部留保及び財務体質の強化等を総合的に勘案のうえ、連結配当性向30%を目
安とする配当方針といたしております。　
　当期の利益配当金につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
　

　
　期末配当に関する事項
　(１)　配当財産の種類
　　　　金銭
　(２)　配当財産の割当に関する事項及びその総額
　　　　当社普通株式１株につき５円
　　　　配当総額  1,287,731,615円
　(３)　剰余金の配当が効力を生じる日
　　　　平成24年6月28日
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第２号議案　取締役７名選任の件
　取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役７名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
生 年 月 日 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 数

1
か い ほ り

海　堀 　
し ゅ う ぞ う

周　造
昭和23年１月31日生

昭和48年 4 月 当社入社

96,039株
平成17年 4 月 執行役員　IA事業部長
平成18年 4 月 常務執行役員　IA事業部長
平成18年 6 月 取締役　常務執行役員　IA事業部長
平成19年 4 月 代表取締役社長

　　　　　 現在に至る

2
な

奈　
ら

良　　　
ひとし

寿
昭和38年１月23日生

昭和60年 4 月 当社入社

13,402株

平成13年10月 Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd.　副社長
平成15年10月 Yokogawa (Thailand) Ltd.　社長
平成19年 1 月 当社ソリューション事業部　第１営業本部長
平成22年 4 月 常務執行役員　ソリューション営業本部長
平成23年 4 月 常務執行役員　ソリューション営業統括本部長
平成23年 6 月 取締役　常務執行役員　

ソリューション営業統括本部長　　
平成

　
24
　

年
　

4
　

月　取締役　常務執行役員　
ソリューションサービス営業統括本部長　
現在に至る　

3

く ろ す

黒　須 　 　 　
さとる

聡
昭和35年12月25日生

昭和58年 4 月 当社入社

38,315株

平成18年 4 月 執行役員　IA事業部マーケティングセンター長
平成19年 4 月 常務執行役員　IA事業部長
平成21年 4 月 常務執行役員　グローバル営業本部長
平成22年 4 月 Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd.　社長
平成23年 4 月 当社常務執行役員　IAマーケティング本部長
平成23年 6 月 取締役　常務執行役員　

IAマーケティング本部長
　　　　　 現在に至る

4
に し じ ま

西　島 　
た か し

剛　志
昭和32年８月12日生

昭和56年 4 月 ㈱北辰電機製作所（現　横河電機㈱）入社

15,963株

平成13年 4 月 プロダクト事業部フィールド技術２部長
平成17年 4 月 IA事業部プロダクト事業センター

フィールド機器PMK部長
平成20年10月 IA事業部プロダクト事業センター長
平成22年 4 月 横河メータ＆インスツルメンツ㈱　社長
平成23年 6 月 当社取締役　

横河メータ＆インスツルメンツ㈱　社長
平成

　
24
　

年
　

4
　

月　当社取締役　常務執行役員
IAプラットフォーム事業本部長　
現在に至る　
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候補者
番　号

氏 名
生 年 月 日 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 数

5
た な は し

棚　橋 　
や す ろ う

康　郎
昭和16年１月４日生

昭和38年 4 月 富士製鐵㈱（現　新日本製鐵㈱）入社

0株

平成 7 年 6 月 同社　取締役　エレクトロニクス・
情報通信事業部長

平成 9 年 4 月 同社　常務取締役（新規事業全般管掌）
平成12年 4 月 新日鉄情報通信システム㈱（現　新日鉄

ソリューションズ㈱）　代表取締役社長
平成15年 4 月 同社　代表取締役会長
平成19年 6 月 同社　相談役

　　　　　 当社取締役　現在に至る
（重要な兼職の状況）

株式会社インターネットイニシアティブ　社外取締役
株式会社村田製作所　社外取締役
燦ホールディングス株式会社　社外取締役

6
か つ ま た

勝　俣 　
の ぶ お

宣　夫
昭和17年12月５日生

昭和41年 4 月 丸紅飯田㈱（現　丸紅㈱）入社

0株

平成 8 年 6 月 同社　取締役
平成11年 4 月 同社　代表取締役　常務取締役
平成13年 4 月 同社　代表取締役　専務取締役
平成15年 4 月 同社　代表取締役社長
平成20年 4 月 同社　取締役会長　現在に至る
平成21年 6 月 当社取締役　現在に至る
（重要な兼職の状況）

丸紅株式会社　取締役会長
株式会社日立製作所　社外取締役　

7
う ら の

浦　野 　
み つ ど

光　人
昭和23年３月20日生

昭和46年 4 月 日本冷蔵㈱（現　㈱ニチレイ）入社

0株

平成11年 6 月 同社　取締役
平成13年 6 月 同社　代表取締役社長
平成19年 6 月 同社　代表取締役会長　現在に至る　
平成23年 6 月 当社取締役　現在に至る　
（重要な兼職の状況）

株式会社ニチレイ　代表取締役会長
三井不動産株式会社　社外取締役
ＪＸホールディングス株式会社　社外監査役
株式会社ＮＳＤ　社外監査役
社団法人日本冷凍食品協会　会長
公益財団法人産業教育振興中央会　理事長　
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（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．棚橋康郎、勝俣宣夫及び浦野光人の３氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者

であります。
３．社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。

⑴　社外取締役候補者の選任理由について
①　棚橋康郎氏につきましては、主にわが国の基幹産業における経営者としての高い見識と新事業の立上げ

・展開の経験に基づく広い視野を当社の経営に反映することで、経営の妥当性、客観性、透明性を向上
させるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

②　勝俣宣夫氏につきましては、主にグローバル企業である総合商社における経営者としての高い見識と
経営構造改革の豊富な経験を当社の経営に反映することで、経営の妥当性、客観性、透明性を向上させ
るため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

③　浦野光人氏につきましては、経営者としての高い見識と豊富な経験を当社の経営に反映することで､経営
の妥当性、客観性、透明性を向上させるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

⑵　社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数について
①　棚橋康郎氏の社外取締役の在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって５年であります。
②　勝俣宣夫氏の社外取締役の在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって３年であります。
③　浦野光人氏の社外取締役の在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって１年であります。

⑶　社外取締役との責任限定契約について
当社は、棚橋康郎、勝俣宣夫及び浦野光人の３氏との間で責任限定契約を締結しており、３氏の再任が
承認された場合、３氏との間の当該契約を継続する予定であります。当該契約の概要は、次のとおりであ
ります。
会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約で、当該契約
に基づく損害賠償責任の限度額は、1,500万円又は法令が定める額のいずれか高い額とします。

４．当社は、棚橋康郎、勝俣宣夫及び浦野光人の３氏を東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める
独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、選任が承認された場合、３氏は引き続き独立役員となる
予定であります。
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第３号議案　監査役４名選任の件
　監査役 小柳敬史、引馬 滋、池田輝彦、壱岐浩一の４氏は、本総会終結の時をも
って任期満了となります。
　つきましては、監査役４名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
生 年 月 日 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 数

1
こ

小
やなぎ

柳 　
た か

敬
ふ み

史
昭和23年２月26日生

昭和46年 4 月 ㈱北辰電機製作所(現　横河電機㈱)入社

33,737株

平成15年 4 月 当社執行役員　産業ソリューション
事業本部　副事業本部長　兼　営業
企画本部長

平成17年 1 月 常務執行役員　ソリューション事業
本部ソリューション第２営業統括　
本部長　兼　中国ビジネス全般担当

平成17年 4 月 Yokogawa Electric International
Pte. Ltd.　Senior Director

平成19年 1 月 当社常務執行役員　経営監査本部長
平成20年 6 月 常勤監査役　現在に至る

2
い け

池
だ

田 　
て る

輝
ひ こ

彦
昭和21年12月５日生

昭和44年 4 月 ㈱富士銀行入行

0株

平成14年 4 月 ㈱みずほコーポレート銀行
　　　　　 取締役副頭取

平成16年 6 月 みずほ信託銀行㈱　取締役社長
平成20年 6 月 同社　取締役会長

　　　　　 当社監査役　現在に至る
平成22年 6 月 みずほ信託銀行㈱　顧問 現在に至る
(重要な兼職の状況)
みずほ信託銀行株式会社　顧問
花王株式会社　社外取締役
サッポロホールディングス株式会社　社外取締役
株式会社エフエム東京　社外監査役
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候補者
番　号

氏 名
生 年 月 日 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 数

3

　
ま

麻
さ き

崎 　
ひ で

秀
と

人
昭和26年３月25日生

※

昭和48年 4 月 第一生命保険相互会社
（現　第一生命保険㈱）入社

0株

平成11年 6 月 第一ライフ投信投資顧問㈱
(現　DIAMアセットマネジメント㈱)
常務取締役

平成13年 7 月 第一生命保険相互会社(現　第一生
命保険㈱)　取締役　投資本部長

平成18年 7 月 同社　取締役　常務執行役員　　
年金事業本部長

平成19年
　

4 月 同社　取締役　専務執行役員　　
年金事業本部長

平成20年 4 月 同社　代表取締役　専務執行役員
平成22年 4 月 第一生命保険㈱　代表取締役副社長

執行役員　現在に至る
(重要な兼職の状況)
第一生命保険株式会社　代表取締役副社長　執行役員
デンヨー株式会社　社外監査役

4

　
し し

宍
ど

戸 　
ぜ ん

善
い ち

一
昭和31年４月20日生

※

昭和55年 4 月 東京大学法学部　助手

0株

昭和58年 4 月 成蹊大学法学部　専任講師
昭和60年 4 月 同大学法学部　助教授
平成 6 年 4 月 同大学法学部　教授
平成13年 7 月 弁護士登録(第一東京弁護士会会員)
平成16年 4 月 成蹊大学法科大学院　教授
平成21年 4 月 一橋大学大学院　国際企業戦略研究科

教授　現在に至る
(重要な兼職の状況)
一橋大学大学院　国際企業戦略研究科　教授
宍戸善一法律事務所　弁護士
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（注）１．※印は、新任の監査役候補者であります。

２．候補者と当社との特別の利害関係について

(1) 池田輝彦氏は、みずほ信託銀行株式会社の顧問であり、当社は同社との間で株式事務代行及び銀行取引が
あります。また、同社は当社の大株主であります。

(2) 麻崎秀人氏は、第一生命保険株式会社の代表取締役副社長執行役員であり、当社は同社との間に保険取引
及び融資取引があります。また、同社は当社の大株主であります。

３．池田輝彦、麻崎秀人及び宍戸善一の３氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者
であります。

４．社外監査役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
(1) 社外監査役候補者の選任理由について

①　池田輝彦氏につきましては、主に経験豊富な経営者の観点と経済界における幅広い活動に基づく高い見識
を当社の監査に反映していただけるものと考え、社外監査役として選任をお願いするものであります。

②　麻崎秀人氏につきましては、主に経験豊富な経営者の観点及び企業価値評価に関する深い見識を当社の
　　監査に反映していただけるものと考え、社外監査役としての選任をお願いするものであります。
③　宍戸善一氏につきましては、主に経営法務、コーポレート・ガバナンスに関する専門的な知識と幅広い
　　研究活動に基づく高い見識を当社の監査に反映していただけるものと考え、社外監査役としての選任をお

願いするものであります。なお、同氏は直接企業経営に関与した経験はありませんが、大学教授及び弁護
士として経営法務に精通し、必要な知見を有していることから、社外監査役としてその職務を適切に遂行
できるものと判断しております。

(2) 麻崎秀人氏が第一生命保険相互会社の代表取締役専務執行役員に在任中、平成20年7月に同社は金融庁より
保険金等の支払漏れ等が認められたとの指摘を受け、保険業法第132条第1項に基づく行政処分(業務改善命
令)を受けました。　

(3) 社外監査役候補者が社外監査役に就任してからの年数について
　　池田輝彦氏の社外監査役の在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって４年であります。
(4) 社外監査役との責任限定契約について

　当社は、池田輝彦氏との間で責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、同氏との間の
　当該契約を継続する予定であります。また、麻崎秀人及び宍戸善一の両氏の選任が承認された場合、同様
　の責任限定契約を締結する予定であります。当該契約の概要は、次のとおりであります。
　会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約で、当該契約に基
　づく損害賠償責任の限度額は、1,500万円又は法令が定める額のいずれか高い額とします。

５．宍戸善一氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての要件を満たしてお
り、選任が承認された場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
　

以　上
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インターネットによる議決権行使のご案内
　
Ⅰ．インターネットによる議決権行使について

１　インターネットによる議決権行使に際して、ご了承いただく事項
議決権をインターネットにより行使される場合は、次の事項をご了承のうえ、行使していた
だきますよう、お願い申し上げます。

１）インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト（下記ＵＲＬを　
ご参照ください。）をご利用いただくことによってのみ可能です。なお、インターネット
により、議決権を行使される場合は、招集ご通知同封の議決権行使書用紙に記載の議決権
行使コード及びパスワードが必要となります。

２）今回ご案内する議決権行使コード及びパスワードは、本総会に関してのみ有効です。次の
総会の際には、新たに議決権行使コード及びパスワードを発行いたします。

３）書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによる
議決権行使を有効な行使としてお取扱いいたします。

４）インターネットで複数回数議決権行使をされた場合は、最後の議決権行使を有効な行使と
してお取扱いいたします。

５）インターネットに関する費用（プロバイダ接続料金・通信料金等）は、株主様のご負担と
なります。

　
２　インターネットによる議決権行使の具体的方法

１）http://www.it-soukai.com/にアクセスしてください。
行使期間中の午前３時～午前５時は上記ＵＲＬにアクセスすることができません。

２）議決権行使コード及びパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押してください。
議決権行使コード及びパスワードは、招集ご通知同封の議決権行使書用紙右下に記載して
おります。

３）画面の案内に従い、議決権を行使してください。
　

３　ご利用環境
パソコンをご利用の場合
◎パソコン　　　Windows®機種

（ＰＤＡ、携帯電話、ゲーム機には対応しておりません。）
◎ブラウザ　　　Microsoft® Internet Explorer5.5以上
◎インターネット環境　プロバイダとの契約などインターネットが利用できる環境
◎画面解像度　　1024×768以上を推奨いたします。

＊Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登
録商標又は商標です。
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４　セキュリティーについて
行使された情報が改竄・盗聴されないよう暗号化（SSL128bit）技術を使用しておりますの
で、安心してご利用いただけます。
また、議決権行使書用紙に記載された議決権行使コードとパスワードは、株主様ご本人を
認証する重要なものです。他人に絶対知られないようご注意ください。当社より株主様の
パスワードをお問い合わせすることはございません。　

　
５　お問い合わせ先について

１）議決権電子行使に関するパソコン等の操作方法等に関する専用お問い合わせ先
みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
電話　0120-768-524（フリーダイヤル）
（受付時間　９：00～21：00　土日休日を除く。）

２）上記１）以外の住所変更等に関するお問い合わせ先
みずほ信託銀行　証券代行部
電話　0120-288-324（フリーダイヤル）
（受付時間　９：00～17：00　土日休日を除く。）

　
Ⅱ．議決権電子行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、(株)東京証券
取引所等により設立された合弁会社(株)ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォーム
の利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使
の方法として、上記Ⅰ．のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォーム
をご利用いただくことができます。

　
以　上
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株主総会会場ご案内図
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〒180-8750 東京都武蔵野市中町二丁目９番32号
ＴＥＬ 0422-52-5530
　

お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。




